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国家公務員共済組合連合会 
九段坂病院 



1 業務件名 X 線撮影装置 八式 

2 履行場所 東京都千代田区九段南 1-6-12 

国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 

3 業務概要 

契約期間内の保守点検の実施と、緊急時や正常な使用状態のもとで故障した場合、早

急な技術者の派遣と修理を実施する。なお受付時間は、年末年始・祝祭日・指定休日を

除く平日（月～金曜日）の 9:00～17:30 とする。 

4 契約期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

5 対象機器  

１．多目的デジタルＸ線ＴＶシステム DREX-UI80/02（ID023） 

２．多目的デジタルＸ線ＴＶシステム DREX-UI80/02（ID024） 

３．一般Ｘ線撮影装置 MRAD-A80S/AG（ID026） 

４．一般Ｘ線撮影装置 MRAD-A80S/AG（ID027） 

５．Ｘ線高電圧装置 KXO-80SS/JD ほか（ID028） 

６．一般Ｘ線撮影装置 MRAD-A50S/1C（ID029） 

７．デジタルＸ線ＴＶシステム DREX-RF50/02（ID030） 

８．デジタルＸ線ＴＶシステム DREX-RF50/02（ID031） 

 

6 保守内容 

定期点検契約内容（全装置共通） 

１）定期点検 年 2回実施（定期交換部品を含む）。 

２）随時保守 オンコール対応時の技術員作業費・派遣費及び旅費は別途有償請求。 

３）修理部品費 修理部品費は全て別途有償請求。 

４）その他 定期点検以外の費用については別途有償請求とする。部品交換時に同等品（再

整備部品含む）の使用を許可する。 

 

定期点検契約の対象外（全装置共通） 

火災・風水害・地震等の天災地変その他の不可抗力に起因するもの 

取扱いの不備・操作上の故意又は過失により発生したもの 

受託者が指定する設置条件・電源条件・環境条件を逸脱したことに起因するもの 

受託者または受託者が指定する者以外による改造・修理等に起因するもの 

受託者が指定する以外の保守部品・記録媒体・消耗品等の使用に起因するもの 

受託者が指定する以外のハードウェア及びソフトウェアの追加に起因するもの 

契約対象物件を含むハードウェア及びソフトウェアの除去に起因するもの 

記録媒体・消耗品類の保管不備に起因したもの 

マルウェア(悪意のあるソフトウェア)の感染及び媒介によるもの（調査及び対策・駆除を

含む） 

オーバーホールまたは設置場所の変更に伴う本装置の移動・据付・調整 



受託者が指定する以外の周辺機器 

ハードウェア及びソフトウェアの仕様変更及び消耗品の支給・交換 

 

 

以上 


